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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１１月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１０月２０日 ０１時１８分ごろ 

発生場所 山口県下関市六連
む つ れ

島北方沖 

 六連島灯台から真方位００５°２.５３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０１.０′ 東経１３０°５２.３′） 

事故調査の経過  平成２４年１１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 徳
とく

新
しん

丸、１,６５１トン 

   １２８８２７、園田汽船株式会社 

   ８２.０２ｍ×１３.８０ｍ×６.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,３２３kＷ、昭和６０年８月１日 

Ｂ 漁船 豪
ごう

、４.９トン 

   ＹＧ３－６１２０１（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.９６ｍ（Lr）×２.７６ｍ×１.０７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和６１年４月１９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６８歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５３年６月１６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年２月４日 

    免状有効期間満了日 平成２６年７月９日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年５月２８日 

    免許証交付日 平成２０年３月１１日 

           （平成２５年９月９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 不明 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 不明 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、船長Ａが、操船指揮に当た

り、二等航海士を見張りに、操舵手を操舵にそれぞれ就け、平成２４
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年１０月２０日００時５８分ごろ、六連島北方沖を関門航路西口に向

けて南進中、レーダー画面で左舷船首方約４ＭにＢ船の映像を認め、

双眼鏡を使ってＢ船の右舷灯を確認した。 

 船長Ａは、トロールにより漁ろうに従事している船舶が表示しなけ

ればならない灯火を視認しなかったものの、Ｂ船が、約２ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行していたことから、え
．

い
．
網している漁船であると思い、周囲に船舶がいなかったので、左転

を行い、Ｂ船の船尾方から大きく離れて通過することとした。 

 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の船首方を通過し、Ｂ船の船尾が大きく離れ

て行くことを視認したので、Ｂ船の動静を確認せず、関門航路西口に

向ける進路に戻すことに意識を集中した。 

船長Ａは、約１０.５kn の速力で右転中、右方を見たところ、右舷

船首方約３００ｍにＢ船の左舷灯を視認し、すぐに操舵手に左舵一杯

を指示したが、０１時１８分ごろ、六連島北方沖において、Ａ船の右

舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、六連島北方沖を航行中、Ａ船と

衝突した。 

 船長Ａは、海上保安庁に事故通報を行った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 １ 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報記録によれば、Ａ船の船位等

は、付表１のとおりであった。    

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

 Ａ船は、六連島北方沖を南進中、船長Ａが、左舷方から接近するＢ

船がＡ船の船首前方を右舷方に通過したので、関門航路西口に向ける

進路に戻すことに意識を集中していたことから、右舷方から接近する

Ｂ船に気付かず、Ａ船の右舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、六連島北方沖を航行中であったものと考えられるが、船長

Ｂの調査への協力が得られなかったため、Ｂ船の動静及び船長Ｂの行

動を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、六連島北方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が航

行中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

(時:分:秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

対地針路 

(°) 

対地速力 

(kn) 

01:07:09 34-02-46.7 130-51-40.8 158.5 10.4 

01:08:09 34-02-37.0 130-51-45.4 159.3 10.6 

01:09:09 34-02-27.1 130-51-50.0 158.0 10.6 

01:10:09 34-02-17.3 130-51-54.3 160.3 10.6 

01:11:09 34-02-07.2 130-51-58.0 168.7 10.5 

01:11:40 34-02-02.0 130-51-59.1 170.2 10.6 

01:11:50 34-02-00.2 130-51-59.4 169.1 10.6 

01:12:50 34-01-50.0 130-52-01.8 168.6 10.5 

01:14:09 34-01-36.5 130-52-06.2 160.9 10.4 

01:15:09 34-01-26.6 130-52-10.2 161.6 10.4 

01:16:21 34-01-15.0 130-52-15.1 164.0 10.4 

01:16:51 34-01-10.0 130-52-16.4 169.8 10.4 

01:17:30 34-01-03.2 130-52-17.6 170.9 10.0 

01:17:51 34-00-59.8 130-52-18.2 170.9 10.0 

01:18:09 34-00-57.1 130-52-19.5 146.5 8.8 

01:19:10 34-00-53.5 130-52-26.8 102.3 5.5 

01:20:11 34-00-53.6 130-52-31.8 078.1 3.2 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 


